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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月5日(2009.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光線性角化症病変に１週間に２回、約８週間の継続期間、局所的に適用することによっ
て光線性角化症を治療するための２－メチル－１－（２－メチルプロピル）－１Ｈ－イミ
ダゾ［４，５－ｃ］［１，５］ナフチリジン－４－アミンを製剤の総重量を基準にして０
．３重量％の量で含む製剤。
【請求項２】
　前記製剤が、防腐剤系、酸化防止剤、キレート剤、脂肪酸、疎水性成分、増粘剤、乳化
剤、ｐＨ調整剤、又はこれらの組み合わせを更に含む、請求項１に記載の製剤。
【請求項３】
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　光線性角化症病変に１週間に２回、約８週間の継続期間、製剤を局所的に適用すること
により光線性角化症を治療するための製剤の製造における、２－メチル－１－（２－メチ
ルプロピル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］［１，５］ナフチリジン－４－アミンの使
用。
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